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『
十
巻
章
』
に
み
ら
れ
る
『
釈
論
』
の
訓
点
に
つ
い
て

〜
三
師
の
点
を
め
ぐ
っ
て
〜

元

山

公

寿

は
じ
め
に

　

智
山
伝
法
院
で
、
新
た
に
『
十
巻
章
』
を
出
版
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
底
本
と
し
た
版
本
へ
の
書
き
込
み
を
み
て
み
る
と
、『
弁

顕
密
二
教
論
』（
以
下
『
二
教
論
』）
に
の
み
、『
釈
摩
訶
衍
論
』（
以
下
『
釈
論
』）
の
引
用
へ
の
書
き
込
み
で
、
空
海
の
解
釈
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
読
み
を
示
し
た
朱
の
書
き
込
み
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
書
き
込
み
の
い
く
つ
か
に
「
三
師
点
」
と
い
う
記
述
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
『
釈
論
』
の
注
釈
家
で
あ
っ
た
慈
行
大
師
志
福
の
『
釈
摩
訶
衍
論
通
玄
鈔
』（
以
下
『
通
玄
鈔
』）、

通
法
大
師
法
悟
の
『
釈
摩
訶
衍
論
賛
玄
疏
』（
以
下
『
賛
玄
疏
』）、
及
び
無
際
大
師
普
観
の
『
釈
摩
訶
衍
論
記
』（
以
下
『
記
』）
の

解
釈
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
三
師
は
遼
代
に
主
に
華
厳
の
立
場
か
ら
『
釈
論
』
の
注
釈
を
著
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
解
釈
は
、
自
ず
と
空
海
の
も
の
と

は
異
な
っ
て
い
る
。
解
釈
が
異
な
れ
ば
、
読
み
方
に
も
違
い
が
見
ら
れ
る
た
め
、
参
考
の
た
め
に
空
海
と
は
異
な
る
読
み
を
示
し
た
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の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
空
海
の
著
作
を
学
ぶ
に
当
た
っ
て
、
何
故
、
あ
え
て
空
海
の
解
釈
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
読

み
を
、
し
か
も
空
海
の
解
釈
と
誤
解
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
朱
書
で
本
文
中
に
示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
頭
注
な
ど
の

形
で
、
三
師
の
解
釈
と
共
に
異
読
が
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
す
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
空
海
の
解
釈
と
は
異
な

る
読
み
は
、『
二
教
論
』
に
の
み
示
さ
れ
、
同
じ
引
用
が
さ
れ
て
い
る
『
秘
蔵
宝
鑰
』
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

江
戸
期
の
『
十
巻
章
』
の
学
び
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
江
戸
期
に
夏
の
論
義
で
用
い
ら
れ
た
『
釈
論
』
に

関
す
る
論
義
と
の
関
わ
り
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
、『
二
教
論
』
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
釈
論
』
に
見
ら
れ
る
「
三
師
点
」
に
注
目
し
て
、
そ
の
頭
注
な
ど
を
参
照
し

な
が
ら
、
本
文
中
に
「
三
師
点
」
が
示
さ
れ
た
理
由
を
考
え
て
み
よ
う
。

一
、
使
用
テ
キ
ス
ト
と
三
師
点

　

ま
ず
、
今
回
、
使
用
し
た
「
三
師
点
」
の
書
き
込
み
の
あ
る
『
二
教
論
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
い
ず
れ
も
智
山
書
庫
所
蔵
で
あ
り
、

『
即
身
成
仏
義
』（
以
下
『
即
身
義
』）
に
は
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
の
刊
語
が
あ
り
、『
般
若
心
経
秘
鍵
』（
以
下
『
秘
鍵
』）
に
は

享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
再
治
と
刊
行
の
奥
付
の
あ
る
版
本（
１
）に

書
き
込
み
が
さ
れ
た
も
の
で
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
堅
康

が
転
写
し
た
と
す
る
奧
書（
２
）の

あ
る
本
（
Ｘ
本
）
と
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
講
讃
に
は
じ
ま
り
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
ま

で
四
度
の
講
讃
・
講
筵
・
講
演
を
記
し
た
智
積
院
第
四
十
世
弘
現
（
一
八
一
八
〜
一
八
七
八
）
に
よ
る
奧
書（
３
）の
あ
る
本
（
Ｙ
本
）、

及
び
奧
書
が
な
く
、
表
紙
に
朱
書
で
覚
本
と
記
さ
れ
て
い
る
本
（
Ｚ
本
）
（
４
）

で
あ
る
。

　

こ
の
三
本
の
う
ち
、
Ｘ
本
と
Ｙ
本
は
頭
注
も
、
書
き
込
み
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
で
、
同
一
の
テ
キ
ス
ト
を
転
写
し
た
も
の
か
、

あ
る
い
は
Ｙ
本
が
Ｘ
本
を
転
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
Ｙ
本
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
弘
現
が
講
演
の
時
に
書
き
込
ん
だ
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と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
め
て
、
Ｘ
本
と
は
異
な
る
読
み
も
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
必
ず
し
も
読
み
が
一
致
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
一
方
、
Ｚ
本
に
関
し
て
は
、
読
み
や
、
本
文
中
に
示
し
た
註
記
な
ど
は
、
Ｘ
本
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
が
、
頭
注
が
な

い
の
で
、
Ｘ
本
に
頭
注
が
記
さ
れ
る
以
前
の
本
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
頭
注
の
な
い
本
か
ら
の
転
写
本
を
転
写
し
た
も
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
『
即
身
義
』
や
『
菩
提
心
論
』
の
奧
書（
５
）か

ら
見
れ
ば
、
お
そ
ら
く
三
本
と
も
、
頼
瑜
や
運
敞
な
ど
に
よ
っ
て
加
点
さ
れ
た
も
の
が

も
と
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
『
菩
提
心
論
』
の
奥
書
か
ら
み
れ
ば
、
す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
朱
点
は
運
敞
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
頭
注
に
関
し
て
は
、
運
敞
の
奥
書
が
あ
る
慶
安
元
年
（
一
六
四
六
）
か
ら
、
寛
政
九
年
ま
で
の
、
お

よ
そ
百
五
十
年
の
間
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
頭
注
の
な
い
Ｚ
本
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
運
敞
よ
り
後
に
加
え

ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。『
菩
提
心
論
』
の
奥
書（
６
）に

よ
れ
ば
、
智
積
院
第
二
十
一
世
の
等
空
（
？
〜
一
七
七
七
）
に
よ
っ
て
加
え
ら

れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
弟
子
の
泰
音
や
、
あ
る
い
は
堅
康
自
身
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
頭
注
に
よ
っ
て
『
十
巻
章
』
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
江
戸
期
の
修
学
の
様
子
が
垣
間
見

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
三
本
で
「
三
師
点
」
と
思
わ
れ
る
記
載
が
あ
る
『
釈
論
』
の
引
用
箇
所
は
、「
五
重
問
答
」「
得
不
問
答
」「
摂
不
摂
問
答
」

「
五
種
言
説
」
と
通
称
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、『
二
教
論
』
に
引
用
さ
れ
る
『
釈
論
』
の
ほ
ぼ
全
て
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
五
重
問
答
」

「
得
不
問
答
」「
摂
不
摂
問
答
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
箇
所
に
、「
五
種
言
説
」
で
は
、
一
箇
所
に
「
三
師
点
」
と
思
わ
れ
る
朱
書
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
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二
、
五
重
問
答

　

ま
ず
、「
五
重
問
答
」
で
は
、
初
重
の
問
答
で
あ
る
「
無
明
煩
悩
厚
薄
別
故
」（
五
丁
左
五
行
目
）
の
引
用
箇
所
に
、
Ｘ
本
で
は
「
無

明
」
の
左
に
、
Ｚ
本
で
は
「
無
明
」
と
「
煩
悩
」
と
の
間
の
左
に
朱
書
で
「
三
師
点
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｙ
本
に
、
こ

の
書
き
込
み
は
な
く
、
し
か
も
、
三
本
と
も
、
こ
の
「
三
師
点
」
の
記
述
以
外
に
三
師
の
読
み
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
訓
点
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。

　

た
だ
、
Ｘ
本
と
Ｙ
本
に
は
、「
無
明
」
と
「
煩
悩
」
と
の
間
の
右
に
朱
書
で
☆
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
☆
は
、
頭
注
に
あ
る
朱

書
の
☆
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
頭
注
に
は
、

或
一
義
〈
慈
行
抄
三
の
三
十
三
丁
「
四
句
分
別
」〉
に
云
く
、
異
人
相
望
す
る
に
、
無
明
に
も
厚
薄
あ
り
と
。
故
に
、
蔵
の
疏

に
云
く
、
謂
く
根
本
無
明
住
地
は
、
本
来
、
自
性
差
別
に
し
て
、
人
に
随
て
厚
薄
あ
り
。
厚
き
者
は
不
信
、
薄
き
者
は
有
信
、

前
後
、
亦
、
爾
な
り
。

と
あ
り
、
無
明
に
厚
薄
が
あ
る
と
い
う
一
義
を
示
し
て
、
そ
の
典
拠
と
し
て
法
蔵
の
『
起
信
論
義
記
』（
正
蔵
四
十
四
巻
二
七
二
上
）

を
挙
げ
て
い
る
が
、
更
に
「
或
一
義
」
の
脇
に
『
通
玄
鈔
』
を
挙
げ
、「
四
句
分
別
」
と
注
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
四
句
分
別
」
と
は
、

『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
Ｘ
四
十
六
巻
一
四
八
上
）
で
『
釈
論
』
の
「
無
明
煩
悩
厚
薄
別
故
」
の
文
を
註
釈
し
た

此
に
由
て
四
句
分
別
を
作
す
。
一
に
は
身
異
惑
異
、
起
信
論
の
如
し
。
二
に
は
身
異
惑
一
、
玄
文
論
の
如
し
。
三
に
は
身
一
惑

一
、
二
論
、
云
わ
ず
。
若
し
非
異
に
就
か
ば
、
此
の
句
あ
る
べ
し
。
若
し
非
一
に
就
か
ば
、
則
ち
此
の
句
な
し
。
余
の
三
、
並

に
是
れ
非
一
に
し
て
説
く
。
四
に
は
身
一
惑
異
、
二
論
極
成
す
。
皆
、
本
末
麁
細
等
を
分
つ
故
に
。

と
あ
る
も
の
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
記
述
が
、『
釈
論
』
の
引
用
の
読
み
に
影
響
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
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☆
は
単
に
頭
注
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
、「
三
師
点
」
と
は
関
係
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
の
「
三
師
点
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
こ
の
後
で
「
三
師
点
」
と

思
わ
れ
る
訓
点
の
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、「
三
師
点
」
の
記
載
の
あ
る
丁
の
次
の
六
丁
左
六
行
目
で
、
丁
が
違
っ
た
、
ほ
ぼ
同

じ
場
所
で
あ
る
の
で
、
単
に
「
三
師
点
」
と
記
載
す
る
場
所
を
間
違
え
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｙ
本
に
「
三
師
点
」

の
記
載
が
な
い
説
明
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
Ｙ
本
で
訓
点
の
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
三

師
点
」
と
記
載
さ
れ
て
い
て
も
い
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
三
師
点
」
と
い
う
記
載
は
、
少
な
く
と
も
五
重
問
答
の

引
用
で
は
、
朱
書
の
訓
点
が
、
三
師
の
点
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
に
気
づ
か
ず
に
Ｙ
本
で
は
転
写
し
な
か
っ
た
と
考
え

た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
、
次
に
「
三
師
点
」
と
思
わ
れ
る
点
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
れ
は
、
第
三
重
の
問
答
の
「
一
法
界
心
非

百
非
背
千
是
非
中
非
中
背
天
背
天
」（
六
丁
左
六
行
目
）
と
い
う
文
で
あ
る
。
Ｘ
本
と
Ｚ
本
に
は
、「
非
百
非
（
百
非
に
非
ず
）」
の

右
に
朱
書
で
「
百
非
を
非
（
ひ
）
し
」（
傍
線
は
朱
書
）
と
い
う
読
み
を
示
し
て
い
る
が
、
Ｙ
本
に
は
な
い
。
続
く
「
非
中
非
中
（
中

に
非
ず
中
に
非
ざ
れ
ば
）」
の
左
に
は
、
三
本
と
も
朱
書
で
「
中
と
非
中
と
に
非
ず
」
の
読
み
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
背
天
背

天
（
天
を
背
き
天
を
背
き
ぬ
れ
ば
）」
の
左
に
、
Ｘ
本
と
Ｚ
本
で
は
朱
書
で
「
天
と
背
天
と
を
背
き
」
と
い
う
読
み
と
、「
天
に
背
き

天
に
背
き
ぬ
れ
ば
」
の
読
み
と
を
示
し
て
い
る
。
後
者
の
読
み
は
、
Ｙ
本
に
も
示
さ
れ
、
Ｘ
本
と
Ｙ
本
と
に
は
、「
天
を
（
に
）
背

け
り
天
を
（
に
）
背
き
ぬ
れ
ば
」
の
読
み
を
朱
書
で
右
側
に
示
し
て
も
い
る
。

　

同
じ
引
用
の
あ
る
『
秘
蔵
宝
鑰
』（
以
下
『
宝
鑰
』）
で
は
、
版
本
で
「
天
を
背
け
り
天
を
背
き
ぬ
れ
ば
」
と
読
ま
れ
て
い
て
、
Ｘ

本
だ
け
が
「
天
を
」
の
と
こ
ろ
に
墨
書
き
で
「
天
に
」
の
読
み
を
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、『
宝
鑰
』

の
読
み
が
Ｘ
本
と
Ｙ
本
に
反
映
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
読
み
に
関
し
て
は
、『
宝
鑰
』
に
は
何
の
記
載
も
な
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い
の
で
、「
百
非
を
非
（
ひ
）
し
」「
中
と
非
中
と
に
非
ず
」「
天
と
背
天
と
を
背
き
」
の
三
箇
所
が
「
三
師
点
」
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
。

　

そ
こ
で
、
頭
注
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
、

一
法
界
心
等　

賛
玄
疏
に
云
く
、
若
し
清
浄
本
覚
を
以
て
、
亦
、
無
明
の
辺
域
に
属
せ
り
。
後
重
所
入
の
多
一
心
の
体
は
、
百4

非
も
而
も
能
く
非
す
る
に
非
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
豈
に
千
是
も
而
も
是
す
べ
け
ん
や
。
中
実
と
名
く
れ
ど
も
、
中
実
に
滞
ら
ず
、
義
天
を
是
す

れ
ど
も
、
義
天
に
も
着
せ
ず
。
弁
談
の
足
、
断
え
、
審
慮
の
手
、
亡
ぜ
り
。
是
の
如
く
の
一
心
は
明
と
や
せ
ん
、
無
明
か
。
答
、

斯
の
如
く
の
一
心
は
生
滅
の
依
と
為
れ
ば
、
無
明
の
域
に
属
す
、
明
の
分
位
に
あ
ら
ず
と
文
り
。
初
重
は
始
覚
の
仏
、
第
二
重

は
本
覚
の
仏
、
今
、
所
入
の
一
心
な
り
。
是
れ
、
真
妄
の
相
対
を
絶
す
る
非
有
為
非
無
為
の
一
心
本
法
な
り
。
即
ち
後
重
の
一

心
の
下
の
生
滅
所
入
三
自
摩
訶
衍
な
り
。

と
『
賛
玄
疏
』（『
卍
続
』
Ｘ
四
十
五
巻
八
九
九
上
）
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、「
百
非
を
非
す
」
の
読
み
は
、
傍
点
を
つ
け
た
「
百

非
も
而
も
能
く
非
す
る
に
非
ず
」
に
よ
る
と
思
え
る
が
、『
記
』
で
も
、「
此
の
一
心
は
、
百
非
も
非
す
る
能
わ
ざ
る
所
」（『
卍
続
』

Ｘ
四
十
六
巻
九
〇
上
）
と
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
の
影
響
と
も
断
定
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は
三
師
の
読
み
を
反
映
さ
せ

た
読
み
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
の
「
非
中
非
中
背
天
背
天
」
に
関
し
て
は
、
頭
注
で
、

非
百
非
は
無
に
滞
ら
ざ
る
こ
と
を
明
す
。
背
千
是
は
有
に
留
ら
ざ
る
こ
と
を
示
す
。
百
千
は
或
い
は
只
、
満
数
に
約
す
。
非
中

は
非
有
非
無
の
中
道
に
も
滞
ら
ざ
る
義
を
明
す
。
横
に
約
せ
ば
、
背
天
は
天
は
最
上
の
義
、
竪
に
約
せ
ば
、
第
一
義
天
な
り
。

已
に
横
の
中
に
非
ず
、
亦
、
竪
の
天
に
も
背
く
。
或
は
〈
記
の
義
〉
天
は
天
然
の
義
と
も
見
え
、
或
義
の
点
に
中
と
非
中
と
に

4

4

4

4

4

4

非
ず
、
天
と
背
天
と
を
背
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
〈
云
云
〉。
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と
し
て
、「
或
義
の
点
」
と
し
て
「
中
と
非
中
と
に
非
ず
、
天
と
背
天
と
を
背
く
」
と
い
う
読
み
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の

前
の
「
或
は
」
の
傍
注
と
し
て
朱
書
で
「
記
の
義
」
と
し
て
い
る
の
で
、『
記
』（『
卍
続
』
Ｘ
四
十
六
巻
九
〇
上
）
を
見
て
み
る
と
、

此
の
一
心
は
、
百
非
も
非
す
る
能
わ
ざ
る
所
、
千
是
も
是
す
る
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
中
実
と
名
く
と
雖
も
、
其
の
性
、
実
に
中

と
非
中
と
に
非
ず
。
第
一
義
天
と
名
く
と
雖
も
、
本
来
、
常
に
天
と
非
天
と
を
離
る
。

と
あ
り
、
天
を
天
然
と
す
る
義
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、「
中
と
非
中
と
に
非
ず
」「
天
と
非
天
と
を
離
る
」
と
あ
り
、
こ
う
し
た

解
釈
は
『
賛
玄
疏
』
に
も
『
通
玄
鈔
』
に
も
見
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
読
み
は
『
記
』
の
読
み
を
反
映
し
た
も
の
と
見
て
い
い
だ
ろ

う
。

　

し
か
し
、
同
じ
頭
注
の
あ
る
Ｙ
本
で
は
「
天
と
背
天
と
を
背
く
」
の
読
み
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
先
の
「
非
百
非
」
の
点
も
な
い

の
で
、
Ｙ
本
で
転
写
し
忘
れ
た
か
、
敢
え
て
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
か
、
Ｘ
本
や
Ｚ
本
の
転
写
し
た
本
に
は
、
こ
の
点
が
あ
っ

た
が
、
Ｙ
本
の
転
写
し
た
本
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
か
、
判
断
し
か
ね
る
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
『
宝
鑰
』
に
も

見
ら
れ
な
い
読
み
は
、
空
海
の
読
み
で
は
な
く
、
三
師
の
読
み
と
判
断
し
て
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
読
み
を
採

用
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
解
釈
に
影
響
す
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
「
五
重
問
答
」
の
第
三
重
の
問
答
に
関
し
て
、
頼

瑜
の
『
釈
論
愚
草
』
や
、
聖
憲
の
『
釈
論
第
三
重
』
な
ど
で
も
、
管
見
の
限
り
で
は
論
義
の
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
書
き
込
み
は
、『
釈
論
』
を
理
解
す
る
上
で
、
参
考
に
な
る
異
読
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
と
考
え

る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
空
海
の
『
釈
論
』
解
釈
を
理
解
す
る
た
め
に
、
少
な
く
と
も
三
師
な
ど
の
『
釈
論
』
解
釈
を

知
る
必
要
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
よ
う
。
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三
、
得
不
問
答

　

次
に
「
得
不
問
答
」
で
の
「
三
師
点
」
と
思
わ
れ
る
読
み
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、「
是
摩
訶
衍
法
諸
仏
所
得
耶
能
得
於
諸

仏
諸
仏
得
不
故
（
是
の
摩
訶
衍
の
法
は
諸
仏
に
得
せ
ら
る
や
能
く
諸
仏
を
得
す
諸
仏
は
得
す
る
や
不
な
る
が
故
に
）」（
八
丁
右
二
〜

三
行
目
）
と
「
如
是
八
種
法
諸
仏
所
得
耶
諸
仏
所
得
得
於
諸
仏
不
故
（
是
の
如
く
の
八
種
の
法
の
諸
仏
は
得
せ
ら
る
や
諸
仏
は
得
せ

ら
る
諸
仏
を
得
す
る
や
不
な
る
が
故
に
）」（
八
丁
右
六
〜
左
二
行
目
）
と
い
う
二
箇
所
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、「
諸
仏
所
得
耶
」
に
Ｘ
本
と
Ｚ
本
と
で
「
諸
仏
の
所
得
な
り
や
」
と
い
う
読
み
が
朱
書
で

示
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｙ
本
に
は
な
い
。
こ
の
文
は
、『
十
住
心
論
』
に
も
あ
っ
て
、
そ
こ
で
も
同
じ
読
み
が
さ
れ
て
い
る
（『
弘
全
』

一
巻
三
九
四
、『
定
弘
全
』
二
巻
三
〇
三
）
の
で
、「
三
師
点
」
で
は
な
く
、『
十
住
心
論
』
の
読
み
を
記
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

続
く
「
諸
仏
得
不
故
」
に
は
、
三
本
と
も
、「
諸
仏
は
得
す
る
こ
と
不
な
る
が
故
に
」
と
い
う
読
み
が
朱
書
で
示
さ
れ
て
「
三
師
点
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
読
み
に
関
し
て
は
、『
十
住
心
論
』（『
弘
全
』
一
巻
三
九
五
、『
定
弘
全
』
二
巻
三
〇
三
〜
四
）
で
、

初
に
諸
仏
と
言
う
は
、
是
れ
真
如
門
の
諸
仏
を
指
す
。
次
の
諸
仏
は
亦
、
真
如
門
の
仏
な
り
。
能
得
と
は
言
く
、
不
二
門
の
諸

仏
な
り
。
其
の
徳
、
勝
た
る
が
故
に
、
能
く
真
如
門
の
諸
仏
を
摂
得
す
。
次
に
諸
仏
と
は
、
生
滅
門
の
仏
を
指
す
。
意
の
言
く
、

生
滅
門
の
諸
仏
は
不
二
門
の
諸
仏
を
摂
得
す
る
や
と
。
不
故
と
は
、
是
れ
答
の
辞
な
り
。
言
く
、
生
滅
門
の
諸
仏
は
真
如
と
不

二
と
の
仏
を
摂
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
な
り
と
。

と
言
っ
て
い
る
の
で
、「
諸
仏
を
得
す
る
や
、
不
な
る
が
故
に
」
と
読
む
の
が
空
海
の
解
釈
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
頭
注
で
は
、
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得
不
問
答
〈
真
生
不
二
の
三
門
相
対
し
て
能
所
摂
を
論
ず
る
な
り
〉　

宗
家
の
義
は
人
人
相
望
両
重
の
問
答
、
三
師
の
義
は
人

法
相
望
一
重
の
問
答
な
り
。
記
に
云
く
、
廻
文
未
尽
な
り
。
不
得
と
云
う
べ
し
と
〈
云
云
〉。
諸
仏
は
得
す
る
こ
と
不
な
る
が

故
に
と
、
是
れ
三
師
の
人
〈
諸
仏
〉
法
〈
不
二
〉
相
望
一
重
問
答
と
見
る
義
の
点
な
り
。

と
し
て
、『
記
』（『
卍
続
』
Ｘ
四
六
巻
四
四
下
）
を
引
用
し
な
が
ら
、「
得
す
る
こ
と
不
な
る
が
故
に
」
と
読
む
の
が
、
三
師
の
解
釈

で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

　

次
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
本
と
Ｚ
本
で
「
是
の
如
く
の
八
種
の
法
は
諸
仏
の
所
得
な
り
や
、
諸
仏
の
所
得
な
り
、
諸
仏
を
得
す

る
こ
と
不
な
る
が
故
に
」
と
い
う
読
み
を
朱
書
で
示
し
て
い
る
が
、
Ｙ
本
に
は
な
く
、「
三
師
点
」
と
い
う
記
載
も
な
い
。
こ
の
読

み
に
関
し
て
も
、『
十
住
心
論
』（『
弘
全
』
一
巻
三
九
五
、『
定
弘
全
』
二
巻
三
〇
四
）
で
、

初
に
諸
仏
と
言
う
は
、
種
因
海
の
本
法
の
八
仏
を
指
す
。
次
に
諸
仏
と
言
う
は
、
末
法
の
八
仏
、
是
な
り
。
言
く
、
本
の
八
仏

は
末
の
八
仏
を
摂
す
る
こ
と
を
得
。
次
に
諸
仏
と
は
、
不
二
性
徳
の
仏
を
指
す
。
言
く
、
本
末
の
八
仏
は
円
円
海
の
仏
を
摂
す

る
こ
と
を
得
ず
。

と
い
う
の
で
、
空
海
の
解
釈
で
は
「
八
種
の
法
の
諸
仏
（
種
因
海
の
本
法
の
八
仏
）
が
（
末
法
の
八
仏
に
）
得
せ
ら
れ
る
か
。
諸
仏

（
末
法
の
八
仏
）
は
（
本
法
の
八
仏
に
）
得
せ
ら
れ
る
。（
本
と
末
の
八
仏
は
）
諸
仏
（
不
二
の
仏
）
を
得
す
る
の
か
。
不
で
あ
る
故

に
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
、
明
ら
か
に
、
こ
の
読
み
と
は
異
な
る
。

　

こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
三
本
と
も
「
八
種
法
諸
仏
」
の
脇
に
傍
注
と
し
て
墨
書
で
「
三
師
は
人
法
相
望
一
重
問
答
、
宗
家
は
人

人
相
望
二
重
問
答
」
と
し
て
、
前
の
頭
注
と
同
じ
注
記
を
し
て
お
り
、
Ｘ
本
で
は
朱
書
で
「
末
師
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
お
そ

ら
く
『
釈
論
』
の
注
釈
家
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
『
賛
玄
疏
』（『
卍
続
』
Ｘ
四
十
五
巻
八
五
五
中
）
を
見
て
み
る
と
、

問
う
、
八
種
本
法
は
仏
の
成
就
な
り
や
。
答
、
諸
如
来
は
能
く
成
就
す
る
を
以
て
の
故
に
、
八
の
本
法
は
能
く
仏
を
得
す
る
に
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非
ざ
る
が
故
に
、
是
れ
修
行
種
因
海
な
る
を
以
て
の
故
に

と
あ
り
、
さ
ら
に
『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
Ｘ
四
十
六
巻
一
二
二
上
）
で
は
、

諸
仏
所
得
等
と
は
、
此
れ
因
分
に
就
い
て
説
く
な
り
。
亦
、
二
義
を
具
す
。
一
に
云
く
、
唯
、
自
ら
二
句
相
望
し
て
説
く
。
意

の
言
く
、
是
の
仏
、
因
を
修
し
て
成
就
す
る
所
な
り
。
次
に
菩
薩
等
の
三
は
、
若
し
因
行
を
修
さ
ば
、
亦
、
能
く
成
就
す
る
が

故
に
亦
復
如
是
と
云
う
。
其
の
八
本
法
は
因
を
修
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
、
却
て
彼
人
を
成
就
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
が
故

に
於
諸
仏
得
不
故
と
云
う
。

と
い
っ
て
、
八
種
の
本
法
を
仏
が
得
し
、
本
法
が
仏
を
得
す
る
の
で
は
な
い
と
す
る
の
で
、
こ
の
読
み
も
「
三
師
点
」
と
考
え
て
い

い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
得
不
問
答
」
で
の
「
三
師
点
」
は
、
先
の
「
五
重
問
答
」
と
は
違
い
、
明
ら
か
に
空
海
の
解
釈
と
は
異
な
る
三
師
の
読
み

を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
Ｘ
本
と
Ｙ
本
と
で
は
頭
注
に
「
得
不
問
答
」
と
し
て
、
三
師
の
解
釈
（
人
法
相
望
）

と
空
海
の
解
釈
（
人
人
相
望
）
と
を
挙
げ
て
、
そ
の
違
い
を
示
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
後
で
、
空
海
の
解
釈
に
四
難
を
挙
げ
て
、
そ
の

難
を
会
通
し
て
い
る
。
こ
の
「
得
不
問
答
」
は
、
そ
の
ま
ま
『
釈
論
第
三
重
』
で
の
論
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
空
海
の
解

釈
に
八
難
を
挙
げ
て
、
問
答
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
難
が
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
空
海
の
『
釈
論
』
解
釈
の
独

自
性
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
朱
書
で
三
師
の
読
み
を
記
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
先
の
「
五
重
問

答
」
で
の
「
三
師
点
」
も
含
め
て
、
当
時
、『
釈
論
』
を
解
釈
す
る
上
で
、
空
海
の
、
ひ
い
て
は
真
言
密
教
の
解
釈
と
、
三
師
の
、

あ
る
い
は
顕
教
の
解
釈
を
対
比
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
空
海
の
教
学
の
独
自
性
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
智
山

の
修
学
の
中
心
で
あ
っ
た
夏
の
報
恩
講
の
『
釈
論
』
の
論
義
と
の
関
わ
り
が
想
定
さ
れ
る
。

現代密教　第32号　
� P. 104智山伝法院 216.0

302.0
×１

念校（104）仮＿



『十巻章』にみられる『釈論』の訓点について〜三師の点をめぐって〜

― 105 ―

四
、
摂
不
摂
問
答

　

次
に
「
摂
不
摂
問
答
」
で
「
三
師
点
」
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
其
円
円
海
徳
諸
仏
勝
（
其
の
円
円
海
徳
の
諸
仏
は
勝
た
り
）」（
九

丁
右
二
行
目
）
と
「
而
摂
不
摂
故
（
而
も
摂
と
不
摂
と
の
故
に
）」（
九
丁
右
六
行
目
〜
九
丁
左
一
行
目
）
と
い
う
二
箇
所
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
三
本
と
も
朱
書
で
「
其
の
円
円
海
は
諸
仏
を
徳
し
て
勝
た
り
」
と
い
う
読
み
を
示
し
、「
三
師
点
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
徳
し
て
」
と
読
む
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
、
Ｘ
本
と
Ｙ
本
と
で
は
、
頭
注
で
、

円
円
海
徳　

三
師
の
本
は
海
得
に
作
る
。
円
円
海
は
諸
仏
を
得
し
て
勝
れ
た
り
と
訓
ず
べ
し
。
是
れ
人
法
相
望
な
り
。
大
師
の

所
覧
、
今
の
所
引
の
如
く
人
人
相
望
な
り
。
人
師
の
義
の
文
点
は
円
円
海
徳
は
諸
仏
に
勝
れ
た
り
。

と
い
い
、
Ｚ
本
で
も
「
徳　

三
師
所
覧
の
本
に
は
得
に
作
る
」
と
い
う
頭
注
が
あ
り
、
三
師
の
参
照
し
た
『
釈
論
』
で
は
「
海
得
」

と
な
っ
て
い
る
の
で
、「
其
の
円
円
海
は
諸
仏
を
得
し
て
勝
れ
た
り
」
と
読
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
際
、『
賛
玄
疏
』（『
卍
続
』

Ｘ
四
十
五
巻
八
五
五
上
）
や
『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
Ｘ
四
十
六
巻
一
二
一
下
）
で
も
「
其
円
円
海
得
諸
仏
勝
」
と
あ
り
、「
得
」
と

な
っ
て
い
る
『
釈
論
』
を
参
照
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
正
蔵
の
『
釈
論
』
で
も
「
得
」
の
字
を
使
っ
て
い
る
が
、
高

野
版
本
で
「
徳
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
注
記
し
て
い
る
の
で
（
正
蔵
三
十
二
巻
六
六
八
上
）、
真
言
宗
内
で
は
空
海
が
参
照
し
た
『
釈

論
』
を
用
い
る
こ
と
が
伝
統
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
と
と
も
に
、
真
言
宗
以
外
で
は
「
得
」
の
字
を
使
用
し
た
『
釈
論
』

が
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
三
師
点
」
で
も
、
空
海
（
密
教
）
と
三
師
（
顕
教
）
と
を

対
比
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

次
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
本
と
Ｚ
本
と
に
「
而
も
不
摂
を
摂
す
る
が
故
に
」
と
い
う
読
み
を
朱
書
で
示
し
、
三
本
共
に
朱
書
で

「
円
海
不
摂
の
因
分
を
摂
す
慈
行
意
」
と
注
記
し
て
、
慈
行
の
読
み
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｘ
本
と
Ｙ
本
の
頭
注
で
は
、

現代密教　第32号　
� P. 105智山伝法院 216.0

302.0
×１

念校 仮＿（105）



現代密教　第32号

― 106 ―

盧
舎
那
仏
雖
摂
等　

答
の
意
の
云
く
、
彼
の
盧
舎
那
は
因
分
の
三
世
間
を
摂
し
、
果
分
の
出
世
間
を
摂
さ
ず
。
大
本
経
は
果
分

を
摂
さ
ざ
る
に
約
し
、
分
流
は
因
分
を
摂
す
る
に
約
し
て
、
其
の
身
心
と
す
と
云
う
故
に
相
違
の
過
な
し
。
慈
行
、
摂
不
摂
の

文
を
釈
し
て
云
く
、
円
海
不
摂
の
因
分
を
摂
す
と
〈
云
云
〉。
是
れ
分
界
別
の
義
な
り
。
不
摂
を
摂
す
と
之
を
点
ず
。
言
は
果

海
は
因
分
の
法
を
摂
さ
ず
、
因
海
は
果
海
の
法
を
摂
さ
ず
。
分
界
別
の
故
に
。
盧
舎
那
仏
は
果
海
不
摂
の
因
分
の
三
世
間
を
摂

す
る
な
り
。

と
い
っ
て
、
慈
行
の
同
文
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
通
玄
鈔
』（『
卍
続
』
Ｘ
四
十
六
巻
一
六
三
下
）
に
、

而
摂
不
摂
故
と
は
、
意
の
言
く
、
遮
那
は
是
れ
因
、
円
海
は
是
れ
果
、
其
の
三
世
間
に
同
じ
く
十
地
因
果
二
分
あ
り
。
其
れ
果

分
な
れ
ば
、
則
ち
円
海
の
中
に
摂
し
、
其
れ
因
分
な
れ
ば
則
ち
遮
那
の
中
に
摂
す
。
今
の
遮
那
仏
、
而
も
但
し
彼
の
円
海
家
不

摂
の
因
分
を
摂
す
る
が
故
に
、
大
部
と
支
流
と
の
二
、
違
い
な
し
。

と
あ
る
も
の
を
指
し
て
お
り
、
円
海
に
は
因
分
の
法
を
摂
さ
ず
、
因
分
に
は
円
海
の
法
を
摂
さ
な
い
か
ら
、
因
分
で
あ
る
盧
舎
那
は
、

円
海
が
摂
し
て
い
な
い
因
分
の
三
世
間
を
摂
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
た
め
、「
不
摂
を
摂
す
」
と
読
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
空
海
は
、『
十
住
心
論
』（『
弘
全
』
一
巻
三
九
四
、『
定
弘
全
』
二
巻
三
〇
二
）
で
、

摂
不
摂
と
言
う
は
、
即
ち
上
の
所
説
の
性
海
と
因
海
と
の
摂
不
摂
、
是
な
り
。
又
、
真
如
生
滅
の
二
門
、
是
の
如
し
。

と
い
い
、
さ
ら
に
『
釈
論
』（
正
蔵
三
十
二
巻
六
〇
五
上
）
の
真
如
門
に
は
真
如
門
の
法
を
摂
す
る
が
、
生
滅
門
の
法
を
摂
す
る
こ

と
が
な
く
、
生
滅
門
に
は
生
滅
門
の
法
を
摂
す
る
が
、
真
如
門
の
法
を
摂
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
文
を
引
用
し
て
、
因
分
に
は
因

分
の
法
を
摂
し
て
も
、
果
分
の
法
を
摂
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
逆
も
同
じ
で
あ
る
と
し
て
、
盧
舎
那
の
「
摂
」
は
因
分
、「
不
摂
」

は
果
分
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
り
、「
而
も
摂
と
不
摂
と
の
故
に
」
と
読
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
両
者
の
読
み
に
は
違
い
が
あ
る
が
、
結
局
、
因
分
に
は
果
分
の
法
を
摂
す
る
こ
と
は
な
く
、
果
分
に
は
因
分
の
法
を
摂
す
る
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こ
と
は
な
い
と
い
う
解
釈
に
違
い
は
な
い
。
こ
の
「
而
摂
不
摂
」
も
『
釈
論
第
三
重
』
の
論
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
こ

の
慈
行
の
解
釈
は
答
者
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
細
か
い
分
析
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
が
、
空
海
と
三
師
の
解
釈
に
お
い

て
は
、
こ
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
「
得
不
問
答
」
の
よ
う
に
相
対
す
る
解
釈
が
あ
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
の

た
め
、
空
海
の
著
作
を
理
解
す
る
上
で
も
、
ま
さ
に
「
権
実
の
中
間
に
居
し
て
、
顕
密
の
両
際
を
兼
ぬ
」（『
釈
論
指
事
』、『
興
全
』

上
七
一
）
と
覚
鑁
に
言
わ
し
め
、
顕
教
的
な
解
釈
と
密
教
的
な
解
釈
と
の
ど
ち
ら
に
も
通
ず
る
『
釈
論
』
に
対
す
る
空
海
と
は
異
な

っ
た
三
師
な
ど
の
解
釈
を
知
る
こ
と
で
、
空
海
の
思
想
的
な
特
徴
が
よ
り
理
解
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
れ
が
三
師
点
を
付
し
た

一
因
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

五
、
五
種
言
説

　

次
に
「
五
種
言
説
」
で
「
三
師
点
」
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
如
義
語
者
実
空
不
空
空
実
不
実
（
如
義
語
と
は
実
空
に
し
て
不

空
な
り
空
実
に
し
て
不
実
な
り
）」（
二
十
三
丁
左
四
行
目
）
の
文
で
、
三
本
と
も
に
、
お
そ
ら
く
は
版
で（
７
）、
左
に
「
実
に
空
な
り
不

空
な
り
、
空
は
実
な
り
不
実
な
り
」
と
い
う
読
み
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
朱
書
で
「
通
法
点
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
訓
点

が
書
き
込
み
で
あ
る
と
し
た
ら
、
朱
書
に
し
な
か
っ
た
理
由
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
版
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
た
方
が
合

理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
通
法
な
ど
の
三
師
の
読
み
が
、
再
治
の
時
点
で
版
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、

空
海
の
読
み
と
通
法
の
読
み
と
を
併
記
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
頭
注
を
見
て
み
る
と
、

実
空
等　

元
暁
〈
金
剛
三
昧
論
〉
の
意
は
、
上
の
句
は
真
如
無
相
の
理
を
指
し
て
、
実
相
性
空
と
言
わ
ん
と
為
れ
ば
万
法
歴
然

た
り
。
故
に
不
空
と
い
う
。
下
の
句
は
真
空
は
実
な
れ
ば
、
実
の
相
を
存
せ
ず
。
故
に
不
実
と
云
う
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
元
暁
の
『
金
剛
三
昧
論
』（
正
蔵
三
十
四
巻
九
九
二
中
〜
下
）
で
、
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初
の
釈
の
中
に
実
空
不
空
と
言
う
は
、
謂
く
真
如
実
相
も
亦
、
空
な
り
。
前
に
説
く
が
如
く
、
空
相
も
亦
、
空
な
り
と
言
う
。

故
に
実
空
と
言
う
。
而
も
其
れ
実
相
の
理
を
亡
ぜ
ざ
る
が
故
に
不
空
と
言
う
。
実
あ
る
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
而
も
実
な
き
に
あ

ら
ざ
る
が
故
に
。
空
実
不
実
と
は
、
謂
く
真
空
の
理
、
是
れ
実
な
り
と
説
く
が
故
に
空
実
と
言
う
。
而
も
其
れ
真
空
の
理
を
存

せ
ざ
る
が
故
に
不
実
と
言
う
。
空
な
き
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
而
も
空
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
。

と
説
い
て
い
る
も
の
の
趣
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
脇
に
朱
書
で
「
印
点
、
此
の
義
に
同
じ
」
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
元
暁
の

意
が
、
版
本
で
右
に
示
し
た
「
実
空
に
し
て
不
空
な
り
、
空
実
に
し
て
不
実
な
り
」
と
い
う
空
海
の
読
み
と
同
義
で
あ
る
と
解
釈
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

頭
注
で
は
、
こ
の
趣
意
に
続
け
て
、
次
の
『
賛
玄
疏
』（『
卍
続
』
Ｘ
四
十
五
巻
八
六
一
下
）
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。

実
空
不
空
と
は
、
此
れ
異
門
を
簡
う
。
妄
法
の
有
に
あ
ら
ざ
る
は
、
実
に
是
れ
、
其
れ
空
な
り
。
真
徳
の
無
な
ら
ざ
る
は
、
実

に
是
れ
不
空
な
り
。
亦
は
可
な
る
べ
し
、
理
性
の
実
空
は
諸
相
を
絶
す
る
が
故
に
、
情
実
の
不
空
は
衆
境
を
起
す
が
故
に
。
空

実
不
実
と
は
、
亦
、
異
門
を
簡
う
。
妄
法
を
空
と
名
く
る
は
、
空
即
是
実
な
り
。
真
法
を
空
と
名
く
る
は
、
空
即
不
実
な
り
。

亦
、
可
な
る
べ
し
、
法
性
の
空
実
は
所
顕
の
体
な
る
が
故
に
、
但
空
の
不
実
は
能
顕
の
門
な
る
が
故
に
。

こ
れ
が
、
通
法
の
解
釈
で
、
さ
ら
に
頭
注
で
は
、
こ
れ
を
図
表
化
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
同
じ
図
表
に
は
「
実
は
空
な
り
、
不

空
な
り
」
の
読
み
を
出
し
、
そ
の
下
に
、「
空
は
実
な
り
、
不
実
な
り
」
と
「
実
と
不
実
と
を
空
ず
」
と
い
う
読
み
を
示
し
て
、「
已

上
慈
抄
な
り
。
記
は
大
旨
、
通
法
に
同
じ
」
と
記
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
く
傍
注
を
入
れ
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
通
玄
鈔
』

（『
卍
続
』
Ｘ
四
十
六
巻
一
二
六
上
）
に
、

実
空
不
空
と
言
う
は
、
相
真
如
に
属
す
。
故
に
頌
に
遠
離
四
句
相
〈
則
ち
実
空
な
り
〉、
円
満
四
法
徳
〈
実
不
空
な
り
〉
と
云
う
。

空
実
不
実
と
は
、
体
真
如
に
属
す
。
此
の
句
、
備
に
遮
表
の
二
義
を
包
む
。
且
く
表
と
は
、
謂
く
空
は
是
れ
実
な
れ
ば
、
即
ち

現代密教　第32号　
� P. 108智山伝法院 216.0

302.0
×１

念校（108）仮＿



『十巻章』にみられる『釈論』の訓点について〜三師の点をめぐって〜

― 109 ―

三
実
徳
は
断
辺
を
離
る
。
故
に
頌
に
円
満
三
実
徳
と
云
う
。
空
は
是
れ
不
実
な
れ
ば
、
即
ち
言
を
転
じ
て
遣
り
て
、
常
の
辺
を

離
る
。
遮
と
は
、
謂
く
空
は
実
な
け
れ
ば
、
即
ち
第
二
に
言
を
転
じ
て
遣
り
て
、
常
の
過
を
離
る
。
故
に
論
に
曰
く
、
真
如
と

言
う
は
、
亦
、
相
あ
る
こ
と
な
し
と
。
双
べ
て
上
の
二
を
証
さ
ば
、
空
は
実
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
即
ち
三
仮
を
離
れ
、
断
の

過
を
離
る
。
故
に
頌
に
遠
離
三
仮
相
と
云
う
。

と
言
っ
て
い
る
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
通
法
と
は
異
な
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、『
記
』（『
卍
続
』
Ｘ

四
十
六
巻
四
九
下
）
で
は
、

実
空
不
空
と
は
、
実
に
二
義
あ
り
。
一
に
空
、
二
に
不
空
な
り
。
謂
く
妄
法
の
本
無
、
之
を
名
け
て
空
と
す
。
真
法
の
本
有
、

名
け
て
不
空
と
曰
う
。
二
、
皆
、
実
と
名
く
る
が
故
に
。
空
実
不
実
と
は
、
空
に
二
義
あ
り
。
一
に
実
、
二
に
不
実
な
り
。
謂

く
真
法
を
実
と
名
け
、
幻
妄
を
不
実
と
す
。
二
、
皆
、
空
と
名
く
る
が
故
に
。

と
言
っ
て
お
り
、
確
か
に
通
法
の
解
釈
に
近
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
空
海
の
解
釈
と
、
三
師
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
と
を
対
比
し
て
、『
釈
論
』
の
文
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
三
師
の
解
釈
を
対
比
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、『
釈
論
第
三
重
』
に
多
く
見
ら
れ
、
こ
こ
で
の
解
釈
も
、
そ
れ
に
通

じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、『
釈
論
第
三
重
』
に
は
、
こ
の
主
題
が
、
直
接
、
論
義
に
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

『
釈
論
愚
草
』
に
は
「
如
義
語
者
実
空
不
空
〈
文
〉
今
此
実
空
者
可
妄
法
乎
」
（
８
）

と
い
う
論
義
が
あ
り
、
や
は
り
三
師
の
解
釈
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
空
海
の
解
釈
を
知
る
た
め
、『
釈
論
』
に
関
し
て
は
、
三
師
の
解
釈
を
対
比
し
て
理
解
し

よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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と
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以
上
、『
二
教
論
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
釈
論
』
に
見
ら
れ
る
「
三
師
点
」
と
思
わ
れ
る
朱
の
書
き
込
み
を
考
察
し
て
み
た
と

こ
ろ
、
そ
の
一
部
に
は
空
海
の
他
の
著
作
で
の
読
み
を
反
映
さ
せ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
『
釈
論
』
の
三
師
の
解
釈
に

基
づ
く
読
み
を
反
映
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
「
顕
密
の
両
際
を
兼
ね
」
た
『
釈
論
』
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
空

海
の
解
釈
だ
け
で
は
な
く
、
顕
教
的
な
三
師
の
解
釈
も
、
あ
わ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
空
海
の
解
釈
の
特
徴
を
つ
か
も
う
と
し
た

こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
頭
注
で
は
な
く
、
訓
点
と
い
う
形
で
本
文
中
に
表
記
す
る
必
要
が
あ

っ
た
理
由
は
判
然
と
は
し
な
い
が
、
Ｚ
本
の
よ
う
に
頭
注
を
付
さ
な
い
形
で
あ
っ
た
ら
、
や
は
り
訓
点
で
三
師
の
読
み
を
表
記
す
る

し
か
方
法
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
空
海
の
著
作
の
中
で
さ
え
も
、
こ
う
し
て
三
師
の
読
み
と
対
比
し
な
が
ら
『
釈
論
』
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
こ

と
は
、
真
言
宗
で
『
釈
論
』
を
理
解
す
る
重
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
夏
の
報
恩
講
で
『
釈
論
第
三
重
』
の
論
義
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
実
際
、
Ｘ
本
の
『
二
教
論
』
は
寛
政
九
年
の
三
月
二
十
日
、「
夏
講
之
暇
」
に
書
写
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
「
夏
講
」
が
夏
の
報
恩
講
を
指
す
と
す
れ
ば
、
や
は
り
『
釈
論
』
の
論
義
と
の
関
わ
り
が
推
定
さ
れ
る
。『
智
積

院
史
』（
三
五
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
根
来
時
代
の
夏
の
報
恩
講
は
、
二
月
二
十
四
日
か
ら
四
月
十
二
日
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う

の
で
、
智
積
院
で
も
日
程
は
そ
れ
ほ
ど
違
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
智
積
院
で
の
夏
の
報
恩
講
は
、
次
第
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
を
見
る
と
、
寛
政
年
間
に
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、『
二
教
論
』
以
外

の
転
写
時
期
は
、
四
月
末
か
ら
初
秋
ま
で
で
、
夏
の
報
恩
講
に
も
、
冬
の
報
恩
講
に
も
、
時
期
的
に
重
な
っ
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
、

こ
の
時
期
に
、『
十
巻
章
』
の
修
学
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
あ
え
て
、
夏
の
報
恩
講
に
重
な
る
三
月
に
『
二
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教
論
』
を
転
写
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
『
釈
論
』
の
論
義
と
の
関
係
が
あ
っ
た
と
思
え
る
。

　

一
方
、
Ｙ
本
に
関
し
て
は
、
江
戸
の
末
期
で
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
時
期
的
に
夏
の
報
恩
講
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
、
そ
の
講
讃
や
講
演
の
期
間
は
、
三
月
か
ら
九
月
ま
で
で
、
夏
の
報
恩
講
に
は
重
な
っ
て
い
る
が
、
冬
の
報
恩
講
と
は
重
な
っ
て

い
な
い
。
し
か
も
、
Ｘ
本
で
は
、「
書
写
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
講
讃
」
や
「
講
演
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

お
そ
ら
く
は
『
十
巻
章
』
の
講
義
を
行
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
講
義
に
列
席
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
夏
の

報
恩
講
に
代
わ
っ
て
、『
十
巻
章
』
の
講
讃
や
講
演
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
な
る
と
、
な
お
さ
ら
『
二
教
論
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
釈
論
』
を
通
し
て
、『
釈
論
』
へ
の
顕
密
の
解
釈
の
違
い
を
理
解
す

る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、「
三
師
点
」
や
頭
注
の
意
味
合
い
が
増
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
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Ｘ
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・
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・
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藐
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・
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・
四
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』
巻
上
下
（
智
山
書
庫
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九
棚
・
四
七
箱
・
六
番
）

『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
中
下
（
智
山
書
庫
二
九
棚
・
四
七
箱
・
七
番
）

『
般
若
心
経
秘
鍵
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智
山
書
庫
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九
棚
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四
七
箱
・
八
番
）

『
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剛
頂
瑜
伽
中
発
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
論
』（
智
山
書
庫
二
九

棚
・
四
七
箱
・
九
番
）

Ｚ
本
『
声
字
実
相
義
』（
智
山
書
庫
二
一
棚
・
四
一
箱
・
二
八
番
）

『
吽
字
義
』（
智
山
書
庫
二
一
棚
・
四
一
箱
・
三
番
）

『
弁
顕
密
二
教
論
』
巻
上
下
（
智
山
書
庫
二
一
棚
・
四
四
箱
・
三
番
）

『
秘
蔵
宝
鑰
』
巻
上
中
下
（
智
山
書
庫
二
一
棚
・
四
一
箱
・
三
八
番
）
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『
金
剛
頂
瑜
伽
中
発
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
論
』（
智
山
書
庫
二
一

棚
・
四
九
箱
・
二
〇
番
）

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（U

RL

：https://id.ndl.
go.jp/bib/000007295575

）

頼
瑜
『
釈
論
愚
草
』（
大
正
大
学
図
書
館
蔵
）

聖
憲
『
釈
論
第
三
重
』（
寛
永
十
年
刊
）

村
山
正
栄
『
智
積
院
史
』（
弘
法
大
師
遠
忌
事
務
局
、
昭
和
九
年
）

註（
１
）『
即
身
義
』
で
は
「
万
治
三
年
二
月
中
澣　

高
野
山
宝
光
院
第
廿
四
世

末
葉　

応
盛
〈
謹
書
〉」（
十
九
丁
左
）
と
刊
語
が
あ
る
が
、『
秘
鍵
』

で
は
「
享
保
十
七
年
壬
子
歳
十
一
月
吉
辰
再
治　

皇
都
書
肆
」
と
い

う
刊
行
の
語
が
あ
る
の
で
、
享
保
十
七
年
の
再
版
で
あ
ろ
う

（
２
）『
二
教
論
』
上
「
寛
政
九
〈
丁
巳
〉
暦
三
月
廿
四
日
以
尾
州
泰
音
法
印

御
本
此
巻
夏
講
之
暇
於
洛
東
五
百
仏
山
写
了　
〈
杜
多
〉
堅
康
〈
二
十

九
〉」（
二
十
五
丁
左
）

（
３
）『
二
教
論
』
上
「
弘
化
四
〈
丁
未
〉
年
五
月
朔
日
至
同
廿
四
日
合
十
四

席
疏
巻
講
讃
畢　

智
山
養
真
院
義
観　

于
時
嘉
永
元
〈
申
〉
年
従
三

月
十
八
日
至
四
月
三
日
十
三
席
疏
巻
講
筵
畢　

仏
子
義
観
弘
現　

安

政
六
〈
巳
未
〉
年
従
五
月
六
日
至
同
十
九
日
合
十
二
席
講
演
竟　

佐

州
毘
盧
山
主
弘
現　

明
治
九
年
〈
丙
子
〉
従
五
月
三
十
日
至
六
月
十

六
日
合
十
三
席
講
演
畢　

伊
佐
弘
現
記
」（
二
十
五
丁
左
）

（
４
）
Ｚ
本
に
は
『
即
身
義
』
と
『
秘
鍵
』
が
な
い
の
で
、
同
じ
刊
本
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
Ｘ
本
と
同
じ
版
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

（
５
）『
即
身
義
』
の
奥
書
に
「
永
仁
二
年
九
月
二
日
於
中
性
院
一
部
十
巻
私

意
楽
任
点
畢
是
偏
為
初
心
末
学
歟
後
賢
判
定
之　

南
山
隠
老
権
律
師　

頼
瑜
〈
春
秋
六
十
九
〉」（
十
九
丁
左
）
と
頼
瑜
の
加
点
を
記
し
、『
菩

提
心
論
』
で
は
、
こ
の
記
述
と
共
に
「
慶
安
元
年
五
月
念
日
旧
点
校

合
以
墨
加
之
〈
今
以
朱
点
之
（
朱
書
）〉　

安
楽
寿
院
沙
門
運
敞
」（
十

六
丁
右
）
と
運
敞
の
校
合
と
加
点
を
記
し
て
い
る

（
６
）「
寛
政
九
年
〈
丁
巳
〉
四
月
二
十
二
日
僧
正
等
空
御
真
本
御
弟
子
泰
音

法
印
之
御
本
〈
ヲ
以
〉
書
写
畢
」（
十
六
丁
右
）

（
７
）
こ
の
左
の
書
き
込
み
は
、
版
本
に
あ
る
よ
う
に
見
え
、
Ｘ
本
で
は
朱

で
そ
れ
を
な
ぞ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
同
じ
万
治
三
年
の
刊
語

を
も
つ
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
載
の
『
二
教
論
』

の
版
本
に
は
こ
の
点
が
な
く
、
後
の
墨
書
で
の
加
筆
の
可
能
性
も
あ

る
が
、
国
会
図
書
館
の
『
秘
鍵
』
に
は
享
保
十
七
年
の
記
載
が
な
い

の
で
、
お
そ
ら
く
は
別
の
版
で
再
治
刊
行
の
際
に
加
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う

（
８
）『
釈
論
二
愚
草
』
上
之
二
（
八
十
九
丁
右
〜
九
十
丁
右
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

『
弁
顕
密
二
教
論
』　
『
釈
摩
訶
衍
論
賛
玄
疏
』　
『
釈
摩
訶
衍
論
通
玄
鈔
』　
『
釈

摩
訶
衍
論
記
』　

論
義
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